
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の

届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

中

川

清

孝

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
イ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

中
山
と
し
き
後
援
会

中
山
俊
樹

中
山
善
雄

五
條
市
二
見
二
ー
二

平
成
二
十
九
年
六

ー
三

月
一
日

寺
田
も
と
あ
き
後
援

中
西
秀
和

川
尻
全
良

磯
城
郡
田
原
本
町
二

平
成
二
十
九
年
六

会

八
五
ー
八

月
五
日


村
は
じ
め
と
始
め


村
始


村
和
雄


城
市
疋
田
三
七
九

平
成
二
十
九
年
六

る
会

月
七
日

川
西
や
す
は
る
後
援

川
西
し
げ
子

福
本
正
夫

高
市
郡
高
取
町
大
字

平
成
二
十
九
年
六

会

市
尾
九
六
○
ー
四

月
八
日

は
せ
川
り
き
お
後
援

長
谷
川
力
雄

梅
谷
芳


吉
野
郡
大
淀
町
大
字

平
成
二
十
九
年
六

会

芦
原
八
八
ー
一

月
八
日

ひ
ろ
す
み
秀
和
後
援

廣
隅
秀
和

廣
隅
秀
和

宇
陀
市
榛
原
母
里
四

平
成
二
十
九
年
六

会

四
四

月
八
日



三
和
会

三
橋
和
史

吉
岡
慎
治

奈
良
市
大
宮
町
七
ー

平
成
二
十
九
年
六

二
ー
五

月
十
二
日

あ
さ
ひ
ろ
よ
し
こ
後

熊
澤
正


朝

剛

奈
良
市
林
小
路
町
二

平
成
二
十
九
年
六

援
会

四
ー
二
○
一

月
十
三
日

奥
本
佳
史
後
援
会

安
藤
武
彦

南
博
美


城
市
當
麻
一
二
一

平
成
二
十
九
年
六

三

月
十
三
日

ワ
ク
ワ
ク
す
る
奈
良

朝

佳
子

朝

剛

奈
良
市
林
小
路
町
二

平
成
二
十
九
年
六

を
つ
く
る
会

四
ー
二
○
一

月
十
五
日

奈
良
県
本
田
あ
き
こ

竹
上
茂

増
田
善
昭

橿
原
市
久
米
町
九
二

平
成
二
十
九
年
六

後
援
会

六

月
十
六
日
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